
防災街区整備事業の施行に伴う新築の施設建築物に係る税額の減額措置

（出所）総務省「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」

対象税目：固定資産税（地方税）

○ 密集市街地は、老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないことから、火事又は地震が発生した場合において甚大な被害
が想定されるため、その整備改善は喫緊の課題である。

○ 防災街区整備事業は、権利保護と居住継続を図りつつ、密集市街地における老朽建築物を除却により、防災性の高い建物・公共施設を整備する極めて公益性
の高い事業である。

○ 密集市街地における防災機能の確保と土地の健全な利用を図り、都市の再生を強力に推進するため、同事業を一層促進することが重要である。

① 措置を講じる
背景・課題
（政策目的）

○ 国土交通省政策評価体系上の位置付け
• 政策目標４：水害等災害による被害の軽減
• 施策目標11：住宅・市街地の防災性を向上する
• 業績指標34：危険密集市街地の面積及び地域防災力の向上に資するソフト対策の実施率（①面積、②地域防災力の向上に資するソフト対策）

○ 「住生活基本計画（全国計画）」（令和８年３月27日閣議決定）において、「著しく危険な密集市街地」の面積の解消率を令和12年度までに100％を目指
すこととしている。

当該措置の政策体系
における位置づけ

根拠条文：地方税法附則第15条の８第３項
創設年度：平成16年度
適用期限：令和９年３月31日
事前事後の計画認定・報告の有無：【事前：有】 【事後：無】② 現行制度の概要
○ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第49号）の規定に基づく防災街区整備事業の施行に伴い、従前の権利者が従前
資産に対応して与えられる防災施設建築物（権利床）に該当する家屋について、住宅用家屋の居住用部分は2/3、住宅用家屋の非居住用部分及び非住宅
は1/3の固定資産税額を、新築後５年間減額する。

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度年度
減収額

0.070.050.090.110.110.04金額（億円）

○ 密集市街地の居住者に対し、税制上の支援を通じて事業施行に係る合意形成及び権利調整を後押しし、危険性の高い密集市街地の解消を促進する。③ アクティビティ

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度年度

④ アウトプット 2530103790件数
0.110.080.130.160.160.05適用額（億円）

（出所）総務省「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」を元に国土交通省にて試算
※適用額は5年間計上されるため、適用件数が0件の場合でも計上される。



○ 本特例措置により従前権利者との交渉・同意が円滑化し、防災街区整備事業の事業計画認可および権利変換計画認可を受けた後、防災街区整備事業が促
進される。アウトプットから短期アウトカムへ

の効果発現経路

○ 防災街区整備事業数の増加
• 指標：1年当たりの防災街区整備事業の工事完了件数
• 目標値：1年当たり１件（令和12年度末までに26地区）
• 対象期間：令和12年度末まで（１年ごとに測定）

⑤ 短期アウトカム

○ 防災街区整備事業が促進されることで、平成23年度末時点で約6,000ha存在していた「地震時等に著しく危険な密集市街地」の解消が進み、密集市街地の
防災性および安全性の向上を実現する。

短期アウトカムから中長期アウ
トカムへの効果発現経路

○ 著しく危険な密集市街地の解消
• 指標：著しく危険な密集市街地の面積の解消率（住生活基本計画（令和８年３月27日閣議決定））
• 目標値：危険密集市街地の解消率→令和12年度までに100％
• 対象期間：令和３年度～令和12年度

⑥ 中長期アウトカム

選定理由（政府統計等でない場合、回収率・対象件数等）分析に利用するデータ
各自治体へのアンケート調査を行うことで、事実に基づいた客観的な数値を把握できるため（回収率
100％、対象件数：32件 2025年度）

防災街区整備事業の施行者等へのヒアリング調査

事実に基づいた客観的な数値を把握できるため（回収率100％、対象件数：73件 2025年度）市区町村が作成する「地震時等に著しく危険な密
集市街地」地区カルテ

○アウトカムに対する効果分析

●分析手法：時系列分析
選定理由：危険密集市街地の面積の推移を把握することで本措置の効果を確認することができるため



防災街区整備事業の実施状況と本特例措置の適用実績
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○ 防災街区整備事業の実施状況としては、平成19年度以降毎年度１地区程度のペースで工事完了し、令和７
年度までに17地区が工事完了している。

○ 特例措置の適用実績としては、令和７年度までに合計14地区528件の適用実績がある。

特例措置の適用実績防災街区整備事業の実施状況（累計地区数）

合計 地区名 市区町村名 件数

平成23年度 30件 板橋三丁目 東京都板橋区 30件

平成24年度 24件 東岸和田 大阪府岸和田市 24件

平成25年度 １件 東岸和田 大阪府岸和田市 １件

関原一丁目 東京都足立区 １件

京島三丁目 東京都墨田区 ５件

平成27年度 ０件

平成28年度 ０件

寺家町 兵庫県加古川市 ９件

荏原町駅前 東京都品川区 15件

目黒本町 東京都目黒区 14件

平成30年度 32件 農連市場 沖縄県那覇市 32件

令和元年度 ０件

令和２年度 79件 中延二丁目旧同潤会 東京都品川区 79件

令和３年度 ３件 農連市場 沖縄県那覇市 ３件

志茂三丁目 東京都北区 ５件

農連市場 沖縄県那覇市 ５件

令和５年度 ０件

池袋本町三丁目 東京都豊島区 23件

上十条一丁目 東京都北区 12件

西新宿五丁目 東京都新宿区 218件

令和７年度(見込み） 52件 原町一丁目7番・8番 東京都目黒区 52件 

令和４年度 10件

令和６年度 253件

年度
適用件数

平成26年度 ６件

平成29年度 38件
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危険密集市街地の解消状況
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面積
(R7年度末)

面積
(R2年度末)

面積
(H2３年度末)

市区町村
(細字は解消)都府県

０ha５４ha５４ha川口市埼玉県

５ha８ha９ha浦安市千葉県

４５ha２４７ha１，６８３ha
文京区、台東区、墨田区、品川区、
目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、
中野区、豊島区、北区、荒川区、足立区

東京都

２５１ha３５５ha８３５ha※(６９０ha)横浜市、川崎市神奈川県

０ha０ha１０４ha名古屋市、安城市愛知県

０ha１０ha１０ha大津市滋賀県

２２０ha２２０ha３６２ha京都市、向日市京都府

２１８ha１，０１４ha２，２４８ha大阪市、堺市、豊中市、守口市、
門真市、寝屋川市、東大阪市

大阪府

１５７ha１９０ha２２５ha神戸市兵庫県

０ha０ha１３ha橋本市、かつらぎ町和歌山県

０ha５ha３０ha鳴門市、美波町、牟岐町徳島県

０ha０ha３ha丸亀市香川県

０ha０ha４ha宇和島市愛媛県

１８ha１８ha２２ha高知市高知県

７１ha９５ha２６２ha長崎市長崎県

０ha０ha２６ha大分市大分県

０ha２ha２ha嘉手納町沖縄県

１２市区町
９８５ha

２２市区町
２，２１９ha

５，８９０ha※
(５，７４５ha)４１市区町

合計

８３％６２％０％解消率

※ 密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に高く、地震時等における最低限の安全性が確保されていない、著しく危険な密集市街地

【地震時等に著しく危険な密集市街地 （H24年10月公表）】

※H24.10公表後、R2に145ha(横浜市)追加

著しく危険な密集市街地※の面積の解消率 ７７％（令和６年度末) １００％（令和12年度末）

危険密集市街地の面積の推移

危険密集市街地の面積の推移

目標は住生活基本計画（全国計画）（令和８年３月閣議決定）
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防災街区整備事業前後の固定資産税額の比較

・防災街区整備事業は、従前の状況が、非耐火や老朽などの不良建築物が多くを占める地区であるこ
とを要件としており、従前家屋に係る固定資産税額は一般に低い。
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本税制特例
なしの場合

12倍

本税制特例
なしの場合

8.4倍
本特例措置により、

5年間で529千円の負担軽減

（千円） （千円）

本特例措置により、
5年間で332千円の負担軽減

※R6住宅局調査（直近の事業中地区より試算）
※2年目以降の固定資産税額推移は非木造建築物経年減価補正率を使用

・事業により新築された施設建築物の一部に権利変換され、事業後の家屋に係る固定資産税額が大
幅に増加する。
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○評価等
中長期短期

① 各アウトカムの
達成状況

○ 目標年度が到来していないことから、現時点での達成状況を評価することは困難であ
るが、このまま着実に推移すればアウトカムを達成する見込み。

（参考）令和７年度時点の地震時に著しく危険な密集市街地の面積の解消率
：83%

○ 令和７年度は１件の防災街区整備事業が完了しており、アウトカム
を達成している。

中長期短期

② 達成できていない
場合の要因

－○ 令和７年度時点において都市計画決定済みの防災街区整備事業
で、未完了11地区のうち、事業計画認可済が７地区、権利変換計
画認可済が５地区といった状況であり、引き続き着実に事業執行を
行う。

○ 密集市街地に居住する住民等に対し、本税制優遇措置を通じて関係者の意思決定を促し、行動変容を後押しする重要な役割を担っており、密集市街地解消に
向けて着実な効果が認められる。

○ なお、本特例措置は、防災街区整備事業に同意する権利者全体に裨益することを前提としており、特定の者への偏り等は認められない。③ 政策効果等

○ 税は主に権利者を対象に、合意形成や生活再建が円滑にいくようインセンティブを付ける施策だが、補助は、施行者を対象に、公共施設整備費等に対して支援し、
事業費の負担軽減による事業の円滑化、事業成立のために行うものである。防災街区整備事業の実施に当たっては、権利者の理解や行動変容を促すことが重要
であり、権利者に直接的に働きかける税制優遇措置の手法が不可欠であることから、税制特例により措置することは妥当であり、本税制特例はその目的を達成する
ための必要最小限の措置として講じられている。

④ 租税特別措置等
以外の手段と比較
した場合の相当性

主担当部局 ：住宅局市街地建築課市街地住宅整備室
共管担当部局 ：都市局市街地整備課市街地整備制度調整室

○ 政策効果が認められることから、著しく危険な密集市街地の面積の解消に向けて、令和８年３月27日に新たに閣議決定された住生活基本計画（全国計画）も
踏まえつつ、引き続き現行措置の継続を含めて検討する。⑤ 見直しの方向性


